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市第 125 号議案 平成 24 年度横浜市一般会計補正予算(第６号)(関係部分) 

 
平成 24 年度 12 月補正予算案について 

 
 
 

12 月補正では、補助件数が伸びている木造住宅・マンション耐震事業の円滑な執行に必要な事業

費や、国の認証に合わせた街路整備費の追加など、事業の進捗に必要な歳入歳出予算補正を実施し

ます。 

 

【歳入歳出予算補正】         

一般会計       ３事業 724百万円 

特別会計       １事業  74百万円 

全会計総計                    798 百万円 
 
 

    ※各項目で四捨五入等を行っているため、合計と一致しない場合があります。 

 
１．一般会計歳入歳出予算補正 
[１]一般会計歳入補正 

①国庫支出金                               341 百万円 

   （建築費国庫補助金等の収入見込額に合わせ補正） 

 

②県支出金                                 27 百万円 

   （建築費県補助金の収入見込額に合わせ補正） 

   

 

 

 
 
 

[２]一般会計歳出補正 

（１）木造住宅・マンション耐震事業            432百万円〔国費 216 県費 27 一般財源 189〕 
 

住宅の耐震化を促進するため、耐震診断や改修に対する補助件数を増加するために必要な経費

を補正します。 
 
【補助件数増加の主な内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 12 月 17 日 
政策・総務・財政委員会 
配 付 資 料 
財 政 局 

③繰越金                                          356百万円【当局所管】 

 （前年度繰越金 2,859 百万円のうち、9 月補正で活用した 1,562 百万円、及び 11 月の市議会議員

西区選挙区補欠選挙の執行に伴う補正で活用した 18百万円の残額 1,279 百万円の一部を活用） 

予算議案 2ページ 予算説明書 9・10ページ 

網掛け部分は当局所管 

H22
実績

H23
実績

H24予算
①

H24見込
②

今回補正
②-①

木造住宅耐震診断士派遣
　(持家は無料、貸家・空家は1万円の負担で診断士を
　 派遣)

777件 2,700件 1,500件 2,300件 800件

木造住宅耐震改修促進
　課税世帯　　　上限225万円 (※通常150万円)
　非課税世帯　 上限300万円  (※通常225万円)

166件 169件 300件 400件 100件

マンション耐震診断支援（本診断）
　(診断費用の2/3) (※通常1/2 )

11棟 10棟 20棟 60棟 40棟

※平成23年度から25年度までの時限措置として補助限度額等を増額しています。  
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（２）街路整備費                      227 百万円〔国費 125 一般財源 102〕 

国の認証に合わせ、街路整備事業を追加実施します。 
 

【対象路線概要】 

    以下の事業地区において、舗装工等を一部進めます。 

・ 中田さちが丘線（岡津地区） 

・ 中山北山田線（青砥北八朔川和地区） 

 

（３）中央と畜場費会計繰出金                             65百万円〔一般財源〕 

「中央卸売市場食肉市場大動物解体ライン等改良工事請負契約に関する紛争の仲裁判断に基

づく経費支出等」について、一般会計から繰り出しを行います。 

⇒事業内容については、「２.特別会計歳入歳出予算補正」（１）アを参照 

 

 
２．特別会計歳入歳出予算補正 
（１）中央と畜場費会計 
ア 中央卸売市場食肉市場大動物解体ライン等改良工事請負契約に関する紛争の仲裁判断に基づく経費

支出等                        74 百万円〔一般会計繰入金 65その他 9〕 
 

 中央卸売市場食肉市場の大動物解体ライン等改良工事（19～20 年度実施）の工事請負人であ

る「東西産業貿易株式会社（東京都文京区）」と本市との間で、①設計図書の内容変更による追

加工事代金、及び②瑕疵
か し

修補に係る紛争が生じ、双方が、神奈川県建設工事紛争審査会の仲裁を

申請していました。24 年 11 月に、「①市は請負人に対して 7,000 万円を支払い、②請負人は市

に対し 900 万円を支払うこと」等の仲裁判断が示されましたので、これを履行します。 

 

【歳出内訳】 

・ 追加工事費等 7 0 百万円（仲裁判断に基づく市から請負人への支払額） 

・ 遅延損害金  0.5百万円（仲裁判断書送達の翌日から支払日までの年 5分の割合で計算） 

・ 弁護士報酬  3.5百万円（市代理人弁護士への報酬） 

 

 

◇添付資料 

 （資料） 24 年度 12 月補正総括表 



- 3 -

24年度12月補正について　《総括表》

１　歳入歳出補正総括表

（単位：百万円）

局名 補正額 国費 県費 その他 市債
一般
財源

432 216 27 0 0 189

227 125 0 0 0 102

65 0 0 0 0 65

724 341 27 0 0 356

（単位：百万円）

事業費 国費 県費 その他 市債 一般財源

1,409,708 214,703 54,613 194,916 132,754 812,722

16 － － 16 － －

480 － 480 － － －

2,243 321 24 30 306 1,562

923 － 923 － － －

18 － － － － 18

724 341 27 － － 356

1,414,113 215,365 56,067 194,963 133,060 814,658

（単位：百万円）

局名 補正額 国費 県費 その他 市債
一般会計
繰入金

74 0 0 9 0 65

74 0 0 9 0 65

事業名
【会計名称】

３月補正

５月補正

現計予算

【参考】24年度予算額の推移（一般会計）

道路 街路整備費

特別会計

９月補正

11月補正【市議補選】

12月補正

一般会計

事業名

建築 木造住宅・マンション耐震事業

当初予算

一般会計　合計

経済 中央と畜場費会計繰出金

11月補正【衆院選】

経済
工事紛争審査会の仲裁判断による
工事代金の支払い
【中央と畜場費会計】

特別会計　合計

資 料 


